
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
簡易版医療機関向けマニュアル

１．肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは
２．指定医療機関の要件と役割
３．助成を受けるまでのフロー図
４．入院記録票とは
５．レセプトの記載例
６．指定医療機関の指定申請書の記載例
７．チェックリスト

※この簡易版医療機関向けマニュアルは、
医療機関向けマニュアル及びマニュアル
【資料集】の簡易版になります。
詳細はそちらをご覧ください。
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※患者さんが指定医療機関ではない
医療機関に転院する場合に、転院先の
医療機関への指定申請勧奨にも
ご活用いただけます。
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「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」とは、

都道府県が実施主体となり、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がんや非代償性肝硬変の入院

医療費の助成を、治療研究のため厚生労働省の研究班に臨床データを提供しつつ行う事業です。

【事業のポイント】

① 助成の対象者は、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がんや非代償性肝硬変の
指定医療機関での入院患者です。自己負担額が１万円になります。

※ 助成を受けるためには、都道府県が発行する参加者証を有しており、高額療養費算定基準額を超える医療を受ける必要があります。
※ 参加者証の発行には、所得要件（世帯の収入が約370万円以下）や入院回数の要件を満たす必要があります。
※ 入院回数は「入院記録票」でチェックします。医療機関に入院・退院日などの入院記録を記載していただくことがあります。
※ 指定医療機関は、都道府県が医療機関から指定申請書の提出を受けて指定します。

② 「臨床データの提供」として、指定医療機関の医師が作成する「臨床調査個人票」を、
患者さんが都道府県に提出する必要があります。

※ 臨床調査個人票は、診断書に類した内容の書類で、厚生労働省を経由して研究班（小池班）に提供されます。
※ 研究班（研究代表者：小池和彦東京大学大学院医学系研究科消化器内科学教授）では、臨床調査個人票の提供を受けて解析を行うことについて
倫理委員会で承認を受けています。 臨床調査個人票の作成に当たって、指定医療機関で倫理委員会に承認を求める必要はありません。

③ 公費併用レセプトとしての法別番号は「３８」、実施機関番号は「６０２」です。
（肝炎治療特別促進事業の実施機関番号は「６０１」となりますので混同しないでください）

④ その他事業の詳細は、厚生労働省ホームページ及びマニュアルを参照してください。
ＵＲＬ 👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/index.html
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Ｑ．指定医療機関になる要件は？

Ａ．肝がんや非代償性肝硬変の患者さんに適切に入院医療を行うことで足ります。
肝臓専門医がいなくてもなることができます。※肝がんや非代償性肝硬変の医療行為の全てを行えない場合でも、指定医療機関になることができます。

Ｑ．指定医療機関の役割は？

Ａ．①入院記録票の交付（肝がんや非代償性肝硬変で初めて入院する患者さんに渡します） ・・・

②入院記録票の記載（患者さんが肝がんや非代償性肝硬変で入院するたびに記載します） ・・・

③臨床調査個人票の記載（患者さんが過去１２月で３月（３回）入院したときに作成します） ・・・

④参加者証の確認（患者さんが都道府県から参加者証の交付を受けているかを確認します） ・・・

⑤公費負担医療の処理・請求（自己負担額が１万円となるレセプトを作成します） ・・・

※①や③のときに制度を説明していただくことについてもご協力をお願いします（③の時は詳細な内容）。
都道府県で制度のリーフレットを作成しているので活用してください。

Ｑ．指定医療機関になるメリットは？

Ａ．予後が悪く、長期の治療で経済的な負担をされてきた肝がん・非代償性肝硬変の患者さんの入院医療費の
負担を軽減することができます。
また、支援に取り組む医療機関として、肝炎情報センターの肝炎医療ナビゲーションシステム（肝ナビ）や、
都道府県のホームページで広報されます。

Ｑ．指定医療機関になる手続きは？

Ａ．都道府県が指定する指定申請書に所定の事項を記入し、都道府県の担当課に提出してください。
指定申請書の様式の取り寄せについては、都道府県の担当課にお問い合わせください。
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最初の入院時

入院１月目以後

基準額超えの入院
３月目

基準額超えの入院
４月目以後

基準額超えの入院
４月目以後

※このときに、臨床データ提供への同意に関する説明文書を患者さんにお渡しします。
─
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カウント（※）

※肝がんや非代償性肝硬変の入院医療費の
自己負担額（１割～３割）が
高額療養費算定基準額を超えた月数を、
その月を含む過去12月以内で
カウントするとことを、
「入院関係医療のカウント」といいます。

・入院記録票を交付
（入院又は退院するときか月末）

・リーフレットを配布
※都道府県が作成したもの

（入院又は退院するときか月末）

・入院記録票を記載
（退院するとき又は月末）

・入院記録票を記載
（退院するとき又は月末）

・入院記録票を記載
（退院するとき又は月末）

・臨床調査個人票を
記載して交付

（退院するとき又は月末）

・リーフレットを配布
※都道府県が作成したもの

（退院するとき又は月末）

・参加者証の確認（※）
（入院するとき）

※ 参加者証の提示がないときは、通常の
保険請求となり、患者は後日、都道府県
に償還払い請求を行うことになります。

・入院記録票を記載
（退院するとき又は月末）

・自己負担額１万円の
レセプトを作成

（退院するとき又は月末）

入院医療費の
助成が可能！

άχḧτʺḆ
ήϭΥיּ
ᾉτ╥ᴥּי
Ϭ ΰο
ῖ Ϭ Ϊϥ
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肝がんや非代償性肝硬変の入院医療費の自己負担額
（１割～３割）を入れます。上限は「入院関係医療の
高額療養費算定基準額」（記載順①の額）となります。

肝がんや非代償性肝硬変の入院患者さんの、保険診療の
高額療養費算定基準額（多数回該当の適用なし）を入れます。

※保険診療が多数回該当となっていても、適用しない場合の金額を記入します。

入院１月目から３月目までは、
記載しなくても支障ありません。

カウントの数（記載順③の〇の数）が、
当月を含む過去１２月中に何月あったか
を数えて、その数値を入れます。

入院記録票は、肝がんや非代償性肝硬変の患者さんの入院履歴を示すもので、医療機関に記載してもらうことができます。
患者さんが参加者証の申請をすることなどに必要な書類です。下の記載方法は入院１月目から３月目までの場合のものです。
４月目以降の場合は都道府県担当課にお尋ねいただくか、マニュアルを参照してください（※）。
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記載順①

記載順②

自己負担額（１割～３割）が高額療養費算
定基準額を超えた場合（記載順①と②の額
が同額の場合）に「〇」を入れます。

記載順③記載順④
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患者さんから参加者証の提示を受けており、その患者さんの肝がんや非代償性肝硬変の入院医療費が基準額を超えた月数が、その月を
含む過去12月以内で「４」以上となるとき（Ｐ５の記載順④で入院記録票に「４／１２」以上の数値を記載する場合）は、その基準額
を超えた患者さんの自己負担額を１万円にする現物給付を行います。下の例は、以下の状況の場合のレセプトの記載例です。
状況：組合健保の被保険者、肝がんか非代償性肝硬変の治療のみで１０日間入院、診療点数60,000点、

所得区分エ（70歳未満）またはⅢ（70歳以上）（＝高額療養費算定基準額57,600円）、多数回該当の適用なし

その他の場合における記載方法は、医療機関向けマニュアル【資料集】Ver1.02の「８．レセプト記載例」をご覧ください。

法別番号「38」
（肝炎治療特別促進事業と同じ）

実施機関番号は「602」
（肝炎治療特別促進事業は「601」と
なりますので混同しないでください。）

所得区分エorⅢ

所得区分エorⅢの
高額療養費算定基準額

57,600円と、
患者の自己負担月額の

10,000円が入ります。
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指定医療機関になるには、指定申請書に所定の事項を記入し、都道府県担当課に提出して指定を受ける必要があります。
申請書の様式の取り寄せについては、所在地の都道府県の担当課にお問い合わせください。
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˲ḟΥϭϞ ḟ π Ԛτ ϛο ԚβϥḆּיήϭϒχᶎ Ⱨ˳

ΦѴҏ ◓ҏѴ҉ҳ ҄҇ѥҬѬ

Φԉ͒ӴԋӢӧҳ Ѹ҇ ◓ҏ ҳѸҀѬ

Φ ẻ₭ ҥ ὅ ҳ ҄҇ѥҬѬ

ˢ ԚṜ ϬⱱμοΜσΜ ›ˣΦ ẻ₭ ҳ ͠∩Ҕ₭ ͡Ѹ҇ѰҁѶѥ̹

ˢ╥ᴥּי ϬⱱμοΜϥ ›ˣΦ ҳ ҀѸ҇ѥҀҪ̸ ῇҳД ỹҌѸ҇ѰҁѶѥ̹

˲ḟΥϭϞ ḟ χ ԚΥᵃẠ12ὮπṌτ3Ὦ(3ᵕ)τσμθḆּיήϭϒχᶎ Ⱨ˳

ΦѴҏ ◓ҏѴ҉ҳ ҄҇ѥҬѬ

Φԉ͒ӴԋӢӧҳ Ѹ҇ ◓ҏ ҳѸҀѬ

Φ ẻ₭ ҳ ҄҇ѥҬѬ ─ ≢∆

Φ ҳӨӎӞ͒Ҍ ѥ҇ңҪ҄ҀѬ ─ ≢∆

Φ ҙҏ ὅ ҏ ҏ ҳңҪ҄ҀѬ ─ ≢∆

Φ ҏ ҏ Ѹҳ ẎѸҀѬ ─ ≢∆

Φ ҏ ҏ Ѹҳ ẎѸҀѬ ─ ≢∆

Φ ҏ ὧҏ ҳԉ͒ӴԋӢӧ ҈ṿ ѸҀѬ
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